
第４回船橋市地域災害医療対策会議
医療部会
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資料１

令和７年１２月１８日
健康危機対策課



議題

１ 市災害医療対策本部に関すること

２ 病院前救護所に関すること

３ その他
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議題１

市災害医療対策本部に関すること
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１ 市災害医療対策本部運営訓練

１１月３０日
（四師会参加）

１月３０日（予定）
（市職員のみ参加）

参
加
者

医師会 ３名 —

歯科医師会 ２名 —

薬剤師会 ２名 —

柔道整復師会 ２名 —

市職員 ３２名 ５７名

合計 ４１名 ５７名

内容

・災害医療対策本部会議
・班活動
・船橋総合病院前救護所
との連携

・市災害対策本部との
連携



（１） 千葉県の組織図
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２ 保健・医療・福祉の連携

千葉県災害対策本部

災害対策本部事務局

各部

総合調整班 災害医療班 災害福祉班災害保健班

応援統括
DHEAT

DMAT
調整本部

DPAT
調整本部

その他災害医療
福祉活動チーム

応援
DHEAT

DWAT
本部

【支部健康福祉班：健康福祉センター】
●●地域保健医療福祉調整本部

災害対策本部支部
（地域振興事務所）

千葉県保健医療福祉調整本部
（災害対策本部健康福祉部）

保健医療福祉調整本部会議

連絡調整

連絡調整 連絡調整

活動支援



（２） 委員からのご意見

・市災害医療対策本部が「保健」と「医療」、市災害対策本

部が「福祉」を所管しているため、両者で連携を強化する

必要がある。

・病院の被害状況は「ＥＭＩＳ」から収集出来るが、高齢者施

設等の被害状況をどのように把握し、要配慮者等の受入

れ先をどのように調整するのかを検討していく必要がある。
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２ 保健・医療・福祉の連携



（３） 方向性

① 現状
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２ 保健・医療・福祉の連携

市災害対策本部

要配慮者支援班 収容班

サービス
未利用者

在宅

サービス
利用者

避難所

避難者

福祉

市災害医療対策本部 保健・医療保健・医療

入所者

福祉施設

災害時情報共有
システム

避難所運営
マニュアル様式



② 目指す姿
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２ 保健・医療・福祉の連携

市災害対策本部

要配慮者支援班 収容班

サービス
未利用者

在宅

サービス
利用者

避難所

避難者

市災害医療対策本部

保健・医療・福祉保健・医療・福祉

入所者

福祉施設

福祉班

福祉

災害時情報共有
システム

避難所ラピッド
アセスメントシート



（４） 保健・医療・福祉に関連するシステム（資料２参照）
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２ 保健・医療・福祉の連携

厚生労働省個別システム

避難所情報 Ｄ２４Ｈ Ｓｕｒｖｅｙ

保健所情報 保健所現状報告システム

医療機関情報 ＥＭＩＳ（※）

福祉施設情報 災害時情報共有システム（※）

D２４H

集
約

※今後連携予定



【Ｄ２４Ｈ（避難所情報）】

10

２ 保健・医療・福祉の連携
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３ 市災害医療対策本部とＤＭＡＴとの連携

前回医療部会（７/２３）の意見を受けて、「船橋市の災害医療対策ハンドブッ

ク」にＤＭＡＴの派遣を要請する手順と連携内容（下図参照）を定める予定。
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４ 衛星通信機器（スターリンク）の導入

本年１０月に保健福祉センター（市災害医療対策本部）、船橋市

立医療センター（災害拠点病院）、災害医療協力病院９ヶ所（病院

前救護所）に計１１台を導入した。

すでに、今年度開催した病院前救護所設置・運営訓練で使用し

ており、今後も災害時に備えて定期的に使用訓練を実施する。

（スターリンクアンテナ） （スターリンクの仕組み）



病院前救護所に関すること
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議題２



１ 病院前救護所設置・運営訓練

（１） 今年度の実施状況
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青山 北習志野花輪 船橋総合 セコメディック

日付 10月25日 11月22日 11月30日 3月7日（予定）

参
加
者

病院職員 ３７名 ８３名 ７０名 ５０名
医師会 １０名 ４名 ６名 ８名
歯科医師会 — — — ２名
薬剤師会 ３名 ２名 ２名 ２名
柔道整復師会 ２名 ２名 ２名 ２名
市職員 ３６名 ２８名 １４名 ３０名
災害協力薬局 １名 １名 １名 １名
看護職ボラ ０名 ２名 — １名
地域住民 — １４名 — —
協力病院（見学） １１名 ８名 — ４名

合計 １００名 １４４名 ９５名 １００名

トリアージ数 ２０例 ５０例 ２２例 ２０例



１ 病院前救護所設置・運営訓練

（２） 来年度以降の市と合同の訓練予定

災害医療協力病院９病院について、１年度に３病院ずつ市と

合同で訓練を実施し、３年間で全病院が１回ずつ実施するサイク

ルとする。
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実施年度 H30 R1 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

実施病院数 1 2 2 4 5 4 3 3 3

実施巡数 １巡目 ２巡目 ３巡目



２ 「病院前救護所運営マニュアル」の更新
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アクションカードを含むマニュアルについて、各病院で作成してい

るものなどを参考にし、本年９月に更新を行った（資料３参照）。

【主な変更（追加）点】

○ トリアージタッグの記入・修正要領（P9、P10）

○ 災害診療記録の省略可能な項目（P13）

○ 院内災害対策本部設置・運営のチェックポイント（例）（P16、P17）

○ 黄（中等症）、赤（重症）、黒エリアのアクションカード（P43～P49）



３ 病院前救護所の周知
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令和２年に実施した病院前救護所への体制変更から５年が経

過したことを受け、改めて市民に向けて周知を行った。

周知方法 実施月

四師会会員機関へのポスター掲示依頼（約７５０機関） ７月～

広報ふなばし掲載 ９月１日号

デジタルサイネージ（市本庁舎・船橋駅前歩道橋） ９/１～９/３０

イオン高根木戸店でのポスター掲示 ９/１～９/３０

出前講座（豊富地区・本中山地区） ９月・１月（予定）

健康まつりでのポスター掲示 １１月

X（旧Twitter） ３月（予定）

今後も救護所の体制に加え、薬の用意などについても

市民に届くような方法で周知を継続していく。



４ 院内災害対策本部の掲示物
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院内災害対策本部において被害情報を収集する際に使用する

掲示物（Ａ０模造紙３枚１セット）を災害医療協力病院へ配布した。

【掲示物見本】

訓練で使用した病院のご意見を伺い、それぞれの病院に合っ

た様式の再配付を検討していく。



５ 受入れが困難と予想される者への対応
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（１） 前回医療部会（７/２３）の振り返り

① 課題

市の災害時対応を検討する「要配慮者対策推進委員会」

では、外傷等により、かかりつけ医（産婦人科）での対応が困

難な妊婦への医療提供体制を検討することとしている。

② 方向性

訪れた傷病者が妊婦であった場合の受入れ体制を調査して

現状を把握するとともに、病院と産婦人科の連携体制等を検

討する。



５ 受入れが困難と予想される者への対応
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③ 委員からのご意見

・妊婦のお腹にタンスが当たったときなどは、産科でないと対応

が難しいと思うが、手が折れていたり、頭をぶつけたりした場合

は、妊婦だから診ないとはせずに、トリアージに準じて治療をし

てほしい。

・産婦人科での受診が必要な妊婦を適切な医療機関に案内す

るため、どこに連絡をすれば良いかといった体制を明確にする

ことが方向性。

・産科と透析は域外搬送にして、全ての方を市内で完結させよ

うとせず、対応できるエリアに搬送することも大事。



５ 受入れが困難と予想される者への対応
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（２） 検討状況

けがの対応不可

対応不可

病院前救護所

医療センター

災害発生

けが

かかりつけ医

または紹介先

産科的・内科（透析）的・精神科的に
問題なし

産科的・内科（透析）的・精神科的に
問題あり

けがの対応不可

けが

調整先（かかりつけなど含む）

対応不可

県保健医療福祉調整本部で調整

市災害医療対策本部で調整

対応不可

専門機関の受診が必要



６ 歯科医師会の参集場所
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【第２回医療部会での意見】
訓練では、トリアージやタグの記載を実施しているが、災害

時にも、参集者本人の事前同意のもとトリアージなどを実施
することで、市民の安心に繋がることから、全９病院に参集し
てほしい。

災害医療協力病院９病院

歯科口腔外科２病院
（船橋中央病院）

（セコメディック病院）
その他７病院

【変更前】

災害医療協力病院９病院

【変更後】



議題３
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その他



１ 医薬品の供給体制（復旧期以降）
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（１） 前回医療部会（７/２３）の振り返り

① 課題
発災から３日間に使用が想定される「①外科系措置用」の医

薬品は、県保健所で備蓄するとともに、市が災害医療協力病
院でランニング備蓄を行っている。
一方、３日目以降に使用が想定される「②急性疾患措置用」

及び「③慢性疾患措置用」の医薬品は、備蓄が十分では無い。

① 発災～３日間 主に外科系措置用

② ３日目以降 主に急性疾患措置用

③
避難所生活が
長期化する頃

主に慢性疾患措置用

糖尿病患者に対する

インスリン製剤及び

抗てんかん薬を事前確保

事前確保

各都道府県が確保しておくべき
医薬品（令和5年11月8日付、
厚生労働省事務連絡より）



１ 医薬品の供給体制（復旧期以降）
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② 委員からのご意見

・薬局の努力になってしまうと思うが、かかりつけ患者の医

薬品を一定期間分（１～２週間分）備蓄しておく仕組み

が必要。

・市内全体の薬局が機能不全に陥ることはないと思うので、

エストエイドを活用して、在庫がある薬局に患者を誘導す

ることが考えられる。

・支援物資は管理が煩雑になることが予想されるため、

基本的には卸売業者からの供給としたほうが良い。



１ 医薬品の供給体制（復旧期以降）
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③ 検討状況

・各薬局のかかりつけ患者の医薬品を一定期間分（１～２

週間分）備蓄が可能かどうか薬剤師会で確認を進める。

・病院や薬局の医薬品が不足した場合は、卸売業者から

の供給を原則とし、卸売業者からの供給が難しい場合は

支援物資による対応とする。

・支援物資を受入れる場合は、市災害医療対策本部に

薬剤師の参集を要請し、医薬品の仕分けや管理等を行

う。



１ 医薬品の供給体制（復旧期以降）
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【供給ルート（原則）】



２ 新ＥＭＩＳの訓練
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（１）目的

令和７年４月からこれまでのＥＭＩＳに替わり、新ＥＭＩＳが運用開

始され、ログインＵＲＬやＩＤが変更となったことから、発災時の混乱

を防ぐため、入力訓練を実施した。

（２）実施日

令和７年９月１０日（水）

※実施日以降、未入力の病院に対して入力を依頼。

（３）対象機関

市内全２２病院

（４）結果

入力数：２２（入力率１００％）

→全病院がログイン～被害状況の入力を実践出来た。



３ 市内全病院の災害時の体制
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（１） 前回医療部会（７/２３）の振り返り

【課題】

市内９ヶ所の災害医療協力病院については、病院前救

護所を設置するなど、災害医療体制を整備しているところ

だが、市内全病院の状況を把握し、体制の強化を図る。

千葉県災害医療救護計画により、全ての医療機関に求められ

る役割に沿って、調査を実施（「資料４」参照）



３ 市内全病院の災害時の体制
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（２） 東京都の場合

災害時には、全ての病院が「災害拠点病院」、「災害拠点連

携病院」、「災害医療支援病院」の役割分担に応じて医療救護

活動を行う。

種別
（船橋市の場合）

役割分担

災害拠点病院
（医療センター）

主に重症者の収容・治療を行う都が指定する病院

災害拠点連携病院
（災害医療協力病院９ヶ所）

主に中等症者又は容態の安定した重症者の収容・

治療を行う都が指定する病院

災害医療支援病院 主に専門医療、慢性疾患への対応、区市町村地域

防災計画に定める医療救護活動を行う病院

（災害拠点病院及び災害拠点連携病院を除く全て
の病院）

東京都保健医療局「災害時医療救護活動ガイドライン（第３版）」より引用



３ 市内全病院の災害時の体制
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（３） 検討状況

千葉県災害医療救護計画において、すべての医療機関に対

して、「各種指定の有無に関わらず、施設の機能に応じ可能な

限り傷病者の処置・収容を行う」こととされていることから、調査

結果（資料４）を踏まえて確認しながら、各病院の機能（診療科

目）に応じた医療の提供を働きかける。



４ 復旧期以降の医療提供体制
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（１） 課題

千葉県災害医療救護計画において、地域の医療機関が一定程度
再開されるまでの間、救援の医療チームによる巡回診療や患者の被

災地域外への移動などで対応することが求められており、病院前救

護所閉鎖後の医療提供体制を検討する必要がある。

千葉県保健福祉部「千葉県災害医療救護計画」より引用

巡回診療など

ＤＭＡＴなど

疾病予防・健康維持
の支援活動

地域医療
の補完
ニーズ

公衆衛生
のニーズ

救命医療
のニーズ

発災後の被災者ニーズと対応（イメージ）

発災 ３日

避難所の減少

地域医療機関の再開



４ 復旧期以降の医療提供体制
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（２） ご意見をいただきたい点

① クリニック・診療所等

病院前救護所開設期間中＝クリニック等は閉鎖

病院前救護所閉鎖後 ＝可能であれば稼働

② 医療提供の方法

地域の医療が復旧 ＝通常の受診

地域の医療が未復旧＝ＤＭＡＴ巡回

他にどのような方法が考えられるか

③ 救護所が復旧期以降の一定期間、継続する場合の対応



４ 復旧期以降の医療提供体制
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【参考：東京都大田区の場合】

発災後７２時間以降は、主に慢性疾患や避難生活での病気に

対応するため、区内１８ヶ所の学校に医療救護所を設置すると共

に、外部支援チームまたは地元医療救護班による巡回診療を行

う予定。

巡回診療※

緊急医療救護所（病院の前に設置）

軽症者救護所（学校の前に設置）

医療救護所（学校の前に設置）※

１５ヶ所 ４ヶ所 １８ヶ所

超急性期 復旧期発災 ７２時間

巡回

※災害時の状況により、いずれか一方を実施する場合あり。


